
（ 公 印 省 略 ）  
高 第 ２ ０ ９ １ 号  
平成２５年１１月１日  

 
各市町高齢者福祉担当課長 様 
（政令指定都市・中核市除く） 

 
兵庫県健康福祉部社会福祉局高齢社会課長 

 
「大量調理施設衛生管理マニュアル」の改正について 

 
平素は、本県の高齢者福祉行政の推進にご尽力いただき、誠に有り難うございます。 
 標記のことについて、平成 25年 10月 22日付け食安発 1022第 10号厚生労働省医薬食
品局食品安全部長通知が別添 1のとおりありましたのでお知らせします。 
つきましては、地域密着型介護老人福祉施設等、貴市町所管の介護保険施設等に対して

下記の事項について周知徹底方よろしくお願いいたします。 
なお、特別養護老人ホーム（地域密着型を除く）、養護老人ホーム、介護老人保健施設、

軽費老人ホーム、有料老人ホームへは当課より通知しておりますことを申し添えます。 
 
（参考：主な改正箇所） 
 
 Ⅱ２．加熱調理食品の加熱温度管理 
  加熱調理食品は、別添２に従い、中心部温度計を用いるなどにより、中心部が 75℃で

1分間以上（二枚貝等ノロウイルス汚染のおそれのある食品の場合は 85～90℃で 90秒間
以上）又はこれと同等以上まで加熱されていることを確認するとともに、温度と時間の

記録を行うこと。 
 Ⅱ５．（３）検食の保存 
  検食は、原材料及び調理済み食品を食品ごとに 50g 程度ずつ清潔な容器（ビニール袋
等）に入れ、密封し、-20℃以下で 2週間以上保存すること。 
  なお、原材料は、特に、洗浄・殺菌等を行わず、購入した状態で、調理済み食品は配

膳後の状態で保存すること。 
 
 

  (問い合わせ先) 
 兵庫県健康福祉部社会福祉局 
 高齢社会課高年施設係  
 TEL 078-341-7711(代)(内線 2943) 
 FAX 078-362-9470 

 

 





















































 





 

 

 

 





 

 

 

 

 
 















 

 

 

 

 

 



  



 

 

 

 



  



  








